
JP 2007-321073 A5 2009.7.16

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成21年7月16日(2009.7.16)

【公開番号】特開2007-321073(P2007-321073A)
【公開日】平成19年12月13日(2007.12.13)
【年通号数】公開・登録公報2007-048
【出願番号】特願2006-153595(P2006-153595)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ  11/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/01     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/05     (2006.01)
   Ｂ４１Ｍ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ  11/00    　　　　
   Ｂ４１Ｊ   3/04    １０１Ｙ
   Ｂ４１Ｊ   3/04    １０３Ｂ
   Ｂ４１Ｍ   5/00    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月28日(2009.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高分子分散剤、顔料、水溶性有機溶剤、沈降抑制剤、および水から主としてなるインク
ジェット記録用インクにおいて、上記高分子分散剤が、少なくとも（１）置換基として－
Ｏ－ＣＨ2－Ｃ6Ｈ5および／または－Ｏ－Ｃ6Ｈ4－Ｒ（ＲはＨ、ＣＨ3、Ｃ2Ｈ5およびｎ－
Ｃ9Ｈ19の群から選ばれるアルキル基）を有するビニルモノマーと（２）カルボン酸基を
含有するビニルモノマーとの共重合体であり、上記水溶性有機溶剤として少なくともグリ
セリンを含有し、上記沈降抑制剤として少なくともエチレンオキシド－プロピレンオキシ
ド共重合体を含有することを特徴とするインクジェット記録用インク。
【請求項２】
　沈降抑制剤として少なくともポリオキシエチレンヒマシ油およびポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油の群から選ばれる少なくとも１種をさらに含有する請求項１に記載のインクジ
ェット記録用インク。
【請求項３】
　エチレンオキシド－プロピレンオキシド共重合体が、インク中の高分子分散剤の質量の
０．５から１０倍量含有されている請求項１に記載のインクジェット記録用インク。
【請求項４】
　カルシウムおよび／またはマグネシウムが、カルシウムおよび／またはマグネシウムの
総量（Ａ）で、前記高分子分散剤（Ｂ）に対してＡ：Ｂ＝１：１０００００から１：１０
０の質量比の範囲で含有されている請求項１に記載のインクジェット記録用インク。
【請求項５】
　インクにエネルギーを与えて、該インクを飛翔させて被記録材に付与して行うインクジ
ェット記録方法において、上記インクが、請求項１から４のいずれか１項に記載のインク
ジェット記録用インクであることを特徴とするインクジェット記録方法。
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【請求項６】
　エネルギーが、熱エネルギーである請求項５に記載のインクジェット記録方法。
【請求項７】
　被記録材が、少なくとも一方の面にインクを受容するコーティング層を持つ被記録材で
ある請求項５に記載のインクジェット記録方法。
【請求項８】
　インクを収容したインク収容部を備えたインクカートリッジにおいて、該インクが請求
項１から４のいずれか１項に記載のインクジェット記録用インクであることを特徴とする
インクカートリッジ。
【請求項９】
　インクを収容したインク収容部を備えたインクカートリッジと、該インクを吐出させる
ためのヘッド部を備えたインクジェット記録装置において、該インクが請求項１から４の
いずれか１項に記載のインクジェット記録用インクであることを特徴とするインクジェッ
ト記録装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、以下の本発明によって解決で
きることを見出した。すなわち、本発明は、高分子分散剤、顔料、水溶性有機溶剤、沈降
抑制剤、および水から主としてなるインクジェット記録用インクにおいて、上記高分子分
散剤が、少なくとも（１）置換基として－Ｏ－ＣＨ2－Ｃ6Ｈ5および／または－Ｏ－Ｃ6Ｈ

4－Ｒ（ＲはＨ、ＣＨ3、Ｃ2Ｈ5およびｎ－Ｃ9Ｈ19の群から選ばれるアルキル基）を有す
るビニルモノマーと（２）カルボン酸基を含有するビニルモノマーとの共重合体であり、
上記水溶性有機溶剤として少なくともグリセリンを含有し、上記沈降抑制剤として少なく
ともエチレンオキシド－プロピレンオキシド共重合体を含有することを特徴とするインク
を提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記本発明のインクにおいては、沈降抑制剤として少なくともポリオキシエチレンヒマ
シ油およびポリオキシエチレン硬化ヒマシ油の群から選ばれる少なくとも１種をさらに含
有すること；エチレンオキシド－プロピレンオキシド共重合体が、インク中の高分子分散
剤の質量の０．５から１０倍量含有されていること；およびカルシウムおよび／またはマ
グネシウムが、カルシウムおよび／またはマグネシウムの総量（Ａ）で、前記高分子分散
剤（Ｂ）に対してＡ：Ｂ＝１：１０００００から１：１００の質量比の範囲で含有されて
いることが好ましい。
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